
生駒市条例第３８号  

生駒市南こども園条例をここに公布する。  

平成２７年１２月２５日  

生駒市長 小 紫 雅 史    

 

生駒市南こども園条例 

（目的） 

第１条 この条例は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による幼稚園と児

童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）による保育所を並存させつつ、一体的

に運営することにより、教育と保育の双方を受けられる環境を整備し、もって

子どもたちが心身ともに明るく健やかに過ごし、心豊かにたくましく生きる力

を身につけていくことを目的とする。 

（構成） 

第２条 前条の目的を達成するため、生駒市立南幼稚園及び生駒市立みなみ保育

園をもって生駒市南こども園を構成する。 

 （その他） 

第３条 この条例に定めるもののほか、生駒市南こども園を構成する生駒市立南

幼稚園及び生駒市立みなみ保育園に関する事項は、それぞれ生駒市立南幼稚園

及び生駒市立みなみ保育園に係る条例等で定めるところによる。 

   附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 


